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平成30年度全国労災補償課長会議資料

○資料I 労災管理課長説明資料

資料【‐】三鰹旦元至寶慧隙鱗士謹権譲壱聖篭野
資料1－2平成31年度予算案の概要（労働保険特別会計労災勘定）

○資料Ⅱ主任中央労災補償監察官説明資料

資料Ⅱ－1 「平成30年度中央労災補償業務監察結果報告書」

o資料、労災保険財政数理室室長説明資料

資料Ⅲ－1労災保険経済概況

資料Ⅲ－2労災保険の積立金について

資料Ⅲ－3労災保険の積立金と保険料収入の関係

資料Ⅲ－4労災保険率設定の基本的考え方

資料Ⅲ－5労災保険率について

○資料Ⅳ石綿対策室室長説明資料

資料Ⅳ－1 アスベスト訴訟への対応について

資料Ⅳ－2工場型アスベスト訴訟実績推移

資料Ⅳ－3工場型訴訟個別周知リーフレット

資料Ⅳ－4建設アスベスト訴訟の概要及びこれまでの判決結果

O資料V補償課職業病認定対策室長説明資料

資料V－1 「労働基準法施行規則第35条専門検討会」報告書

O資料Ⅵ補償課労災保険審理室長説明資料

資料Ⅵ－1係争中の労災行政事件訴訟等の現状

資料Ⅵ－2労災行政事件訴訟の推移

資料Ⅵ－3手雪燕呈黙是竺鰐季連絡『労災
資料Ⅵ－4審査請求事案の現状

資料Ⅵ－5襄禦薑曇躍雛畷琴絡｢文書
資料Ⅵ－6行政不服審査法に基づく審査請求一覧

｢労災

｢文書

保険に係る訴訟に関

提出命令等に係る業
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O資料Ⅶ補償課医療福祉担当補佐説明資料

資料Ⅶ－1 アフターケア通院費リーフレット

O資料Ⅷ補償課業務担当補佐説明資料

資料Ⅷ‐」蹴蠕臺葬補償業務の運営に当たって留意すべき事項

資料Ⅷ－2蕊遮鰹題喀鰭製譽鑿思念菫P保険給付の
平成30年5月21日付け基発0521第2号「今後の労災保険給

資料Ⅷ－3付等の適正な事務処理に当たって留意すべき事項につい
． て」

資料Ⅷ－4瀧麓墓昌菫曇鰯謹諜雛呈置き含後における労
平成29年10月27日付け基補発1027第2号「今後の技能実習

資料Ⅷ－5生の死亡災害に関する労災保険給付の請求勧奨等につい
て」

資料Ⅷ－6第三者行為災害に係る事務処理の流れ

O資料Ⅸ労災管理課総務担当補佐説明資料

資料Ⅸ‐ユ襄鶴年度労災､労働保険適用.徴収関係非常勤職員の業
平成31年1月22日付け地発0122第10号・基総発0122第1号・
職総発0122第1号・雇均総発0122第1号・開総発0122第1号・
政統総発0122第4号「平成31年度の都道府県労働局における
非常勤職員の勤務条件等について」 （抄）

資料Ⅸ－2

平成31年1月22日付け事務連絡「平成31年度の都道府県労働
局における非常勤職員の勤務条件等の決定に係る留意事項
について」 （抄）

資料Ⅸ－3
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厚生労働省
"dH….…麺…0 PressRelease

I

半成31年2月4日

【照会先】

＜雇用保険関係＞

職業安定局雇用保険課
課長 松本圭

課長補佐田中広秋
（代表番号) 03(5253) 1111
（直通電話〉 03（3502）677］
＜労災保険関係＞

労働基準局労災管理課
課長 田中仁志

課長補佐尾崎美弥子

(代表番号） 03（5253）1111
（直通電話) 03(3502)6292

<船員保険関係＞

果険局保険課

課長 安藤公一

課長補佐市川聡

(代表番号） 03（5253） 1111
（直涌電話) 03 (3595)2556

一も

クー

●

&

雇用保険､労災保険等の追加給付のスケジュールの見通しを示す

「工程表｣を作成しました

つ

毎月勤労統計調査において全数調査するとしていたところを、一部抽出調査で行っ

ていたことによる雇用保険、労災保険等の追加給付については、できる限り速やかに

順次追加給付を開始することを予定していますも 、

そして、このたび、幅用保険｣、 「労災保険｣、 「船員保険』の追加給付に関し、給付

の種類ごとに現時点でのスケジュールの見通しを示す「工程表』を、別紙のとおり作

成しましたので、お知らせします。

最

息』
e

※ホームページのご案内

・ 追加給付に関する情報は、

一厚生労働省ホームページ

ー全国健康保険協会船員保険部及び日本年金機構ホームページ(船員保険関係）

に掲載しています。FAQも更新しましたのでご覧ください。

． 、こちらをご覧くださし》

●

←
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◎本件に関して、都道府県労働局、ハローワーク（公共職業安定所)、労働基準監督

署、全国健康保険協会又は日本年金機構から直接お電話や訪問をすることはありま

せんので、これらをかたる電話・訪問があった場合はご注意ください。

また、追加給付の対象となる方への郵便物によるご案内は、今後システム改修等の

準備が整い次第、順次行う予定です｡ご案内についてはあらかじめ報道機関やホー

ムページ等を通じお知らせしてまいりますので、それまでの間、これらをかたる郵
便物にもご注意ください。
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魑加給付のスケジュール
'以下のスケジュールでお知らせやお支払いを順次実施すべく、準備を進める。

●‐
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ｐ
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中
国
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育児休業給付：8月頃～
それ以外 ： 10月頃～

9月頃～

雇用保険
一
一
頃
頃
月
月
１
０
１
１

凸

労災保険
（労災年金）

|瀞 労災保険
（休業補償）

船員腺隣．

8月頃～（一部の方は11月頃～） 9月頃～（一部の方は12月頃～）
ワ

4月～ 6月～ 唇
か
翻
一

qしげ 凹一刀 ､旦
廿 凸

…
！

出

■■■■■■■

－ｰ※将莱評蕃苓後支払われる給付について、改定した額でのお支払い
過去分：過去に受けた給付について、追加分をまとめてお支払い

お知らせ開始時期 お支払い開始時期

『雇翻保険’

壺
司

》

鵜鵜

3月中～
(一部の方の過去分は10月頃～）

将来分
過去分

印

：3月中～

：4月～（一部の方は11月頃～）

将来分：4月 将来分：6月（4～5月分)～
過去分：5月～(一部の方は9月～） 過去分：6月～(一部の方は10月～）

耐‘画過去分：6月～（一

船員保険』 1， 4月由 ■

↑ Pムーーロー.－

部の方は7月～）

将来分：5月
過去分：7月

～ 4月～

(4月分）～

～（一部の方は8月～）
や

』
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、毎月勤労統計の影響による追加給付額（手255億円）

（歳入） 、障害(補償)年金等の保険給付贄の減(△13鴫円）
0盤般勘定よ職竪入 8760(8.2g引偵円 ･遺族特別年金等の特別支給金の減(A62億円）
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・外国人労働者の相談体制の充実に伴う増（＋11億円）
､外国人技能実習機構に苅する交付金の増（+5億円）

1｡1（1“
ー

’

’
1

・給付見込み者数（33人→27人）の減(A0,3億円）
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，相談員の大括り化による増(+28億円）
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腿

平成30年度中央労災棚業務監察結果の概要

労災補償業務の状況をみると､過労死等事案に係る請求件数はここ数年増加しており、

石綿関連疾患事案に係る請求件数については、前年度とほぼ同水準にあるものの、調査

力移岐にわたる請求事案は高い水準で推移している。また、少子高鰡上に伴う労働力人

口の減少力確む中で、長時間労働の是正等を柱とする働き方改革が社会的な課題として

注目を集めており、労災補償行政においても過労死等事案への迅速かつ公正な対応力糊

待されている。

一方、厳しい定員事情や行政経費に係る予算の縮減等力職くなど、労災補償行政を取

り巻く環境は引き続き厳しい状況となっている。

このような中で、労災補償業務を的確に遂行し被災労働者等に対する迅速かつ公正な

保護を図るためには､都道府県労働局(以下｢局｣という｡）と労働基準監督署(以下｢罰

という｡）が一体となって労災補償行政を巡る状況の変化に即応した業務の運営に努め、

また、過労死等事案の業務上外を判断するための調査等において労災担当部署と監督・

安全衛生担当部署が連携して調査を行うなど、効率的な事務処理に取り組み、併せて的

確な事務処理の実施に必要な人材育成を行うことが重要である。

このため、本省留意通達等に基づき各局が労災補償業務実施計画等（以下「局業務実

施計画』という｡）において局署の取組を定め適正に実施しているかなどについて､過労

死等事案の処理及び地方労災補償業務監察の状況を重点に15局19署に対して実地監

察を実施するとともに、業務効率化等への取組状況についてヒアリング等を実施した。

実地監察の結果、過労死等事案に係る事務処理については、労災担当部署が監督・安

全衛生担当部署と連携し情報収集のための調査を行うなど組織的に取り組んでいるもの

の、調査における問題点を解消し具体的な方策を検討する必要がある事案について事案

検討会を月1回程度開催していないなどの状況がみられた。

地方労災補償業務監察については、地方労災補償監察官監察指針（平成24年3月改

訂）等に基づき監察計画を策定して実地監察等を確実に実施しているものの、監察実施

後の措置において文書による是正改善を求めるべき事項が口頭指導にとどまっているな

どの状況がみられた。

業務効率化等への取組状況については、署における業務の一部集約化、人材育成のた

めの研修、非常勤職員の活用など業務の効率的かつ効果的な運用に漸次取り組んでいる

ものの、業務が順調に推移していることを理由に今後を見据えた具体的な検討を行って

いないなどの状況がみられた。

グ〆~

し；
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第1 迅速かつ公正な保険給付を行うための事務処理

基本的な事務処理

）署における事務処理

ア舗求書等の入力状況

各署とも、システム化されている請求書等について、入力前請求書等の保管場

所を特定し、始業・終業時に入力状況を確認するとともに、入力担当者を指定す

るなど、速やかな入力を確実に実施する仕組みを確立していた。

,中には、

【○独自の羽I圃書等を作成し入力遅延を防止している例】

独自に請求書等の受付処理手順書を作成し、非常勤職員を含むすべての職員へ

配付・指導することで受付入力の遅延防止を図っている

【○独自のチェックリストを作成し年金に係る請求漏れ等を防止している例】

労災年金の受付入力及び決議書の決裁に当たって、局独自に作成したチェック

‘リストを活用し、各級管理者等力輔求書記載事項、算定基礎、受給資格､就学援

護費該当の有無等に回を記入し、請求漏れ等の発生防止を図っている

状況がみられた。

しかしながら、一部の署においては、

【●指定された決議入力担当者が入力していない例】

事案担当者以外の者を決議入力担当者として指定していない、又は事案担当者

が入力している

【●速やかに不備返戻していない例】

請求書受付時の内容審査において不備返戻を行わず実地調査復命後に不備返戻

している

【●労災保険給付請求霊処理簿への記入漏れがある例】

労災保険給付請求書処理簿（不備返戻潮において不備返戻後の受理年月日を

記入していない

【●専決基準を定めずに課長専決している例】

定期報告書の審査の結果､給付内容の変更を必要としないと判断される事案に

ついて、専決基準を定めずに労災課長専決としている

【●専決者が決裁していない例】

専決者である労災課長不在時に下位の職員が代決し、労災課長が決裁していな

い

状況がみられた。

1

(1）

一

<~ ､；

‐
６
イ
ィ
ユ

》塔
、

！

イ未処理事案リストの活用

各署とも、管理者は各種未処理事案リストを活用し各種請求書等の受付後の経

－2－



睡証国

過期間を確認し、処理の遅延が生じないよう期限を付した具体的な指示を行って

いた。

ウその他

その他として、一部の署においては、

【●主治医意見を踏まえた調査を実施していない例】

主治医力蹴労可能と意見を述べているにもかかわらず､その後の症状調査等を

実施していない

状況がみられた。

（2）局における事務処理

ア事務処理の流れの把握

各局とも、年度当初に僕務ごとの担当者及び決裁の順序を明記した文書」 （以

下「決裁ルート表jという｡）を作成し、労働基準部長に提出していた。

また、決裁ルート表を職員に周知徹底しけん制体制の確立を図り、管理者は各

業務が適正に実施しているか確認していた。

しかしながら、一部の局においては、

【蝿ルート表の内容が十分でない例】

（ア）同一の職名の者が複数名いるにもかかわらず職名しか記載していない

（イ）決裁ルート表に記載漏れや記載誤りが認められる

、専決基準に誤りがある側

債権確認決定決議書（求償差し控え事案）の決裁を労災補償課長の専決とし、

歳入徴収官たる局長まで決裁していない

状況がみられた。

＝一マー酷

I． 、

し》
イ健康管理手根の事務処理

各局とも、アフターケア健康管理手帳の交付に当たっては、アフターケアの支

給要件を満たすか否かについて適正に確認していた。

また、アフターケア健康管理手帳の交付・不交付の決定は行政処分であること

を踏まえ、申請書に必要事項が未記入であった場合、申請者に補正を求めるなど

により適切に処理していた。

しかしながら、一部の局においては、

【●補正を求めず処理している例】

アフターケア健康管理手帳交付申請書の対象傷病コード欄力沫記入又は誤記入

である場合、申請者に対して補正を求めなければならないにもかかわらず補正を

求めずに処理している

状況がみられた。

－3－
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ウ未処理事案リストの活用

各局とも、労災行政情報管理システムから配信される各種未処理事案リストを

管理者が定期的に決裁することにより局署における処理状況を把握し、処理力糎

延している場合には、期限を付した具体的な指示を行っていた。

2過労死等事案の処理

各局・署とも、過労死等事案の処理に当たっては、本省留意通達等を踏まえて、労

働時間の把握、給付基礎日額の算定など関係部署と連携するとともに、適切に医学意

見等を収集していた。

中には、

【○監督･安全衛生担当部署と情報を共有している例】

過労死等事案の事務処理において、システム上に作成した管理簿に労災担当部署と

監督・安全衛生担当部署力湘互に裁量労働制や長時間労働の有無等の情報を登録し共

有している

【○監督・安全衛生担当部署と協鐵し積極的に問題解決を図っている例】

ア過労死等事案の初回事案検討会等において、労災担当部署と監督・安全衛生担当

部署が合同で対応を協議している

イ局の労災担当部署と監督・安全衛生担当部署の課長等による協議の場を定期的に

設定し問題等を解決している

【○TV会蟻システムを活用している例】

精神障害事案の局署協議及び精神障害専門音陰において、TV会議システムを活用

して効率的に実施している

【○専門医を有効に活用している例】

精神障害事案の事務処理において、局が地方労災医員の訪問日等を設定し、調査の

初期段階から医学的なアドバイスを受けられる体制を構築している ，－

【○独自に作成した謂査計画書を活用し事務処理を行っている例】
過労死等事案及び請求書受付後3か月経過事案において、調査計画書の様式に独自

の「情報項目欄』織量労働時間制度､企業名公表通達適用の有無等）を設定し的確な
事務処理に努めている

状況がみられた。

しかしながら、一部の局署においては、

【●脳・心臓疾患事案の処理が適切でない例】

疾患名や発症時期の特定について専門医の意見を徴することなく決定している

《 1

（ ）

【●精神障害事案の処理が適切でない例】

ア精神障害専門部会により判断する事案であるにもかかわらず専門医意見により判
断している

イ専門医意見により判断できる事案であるにもかかわらず精神障害専門部会の意見
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を徴している

ウ労働時間に関する出来事を評価するに当たり、発症前おおむね6か月において時

間外労働時間数に変化がみられる場合には、他の項目で評価される場合であっても

仕事量の変化に着目し、 『仕事内容･仕事量の（大きな)変化を生じさせる出来事が

あった(項目15)』について評価できるにもかかわらず､当該項目を評価していな

い

エ請求人に精神障害の既往歴があることを把握した事案について、当該精神障害が

治ゆの状態であるか否か専門医等の意見を徴していない

オ精神障害（セクシュアルハラスメント）事案について、特段の理由もなく行為者

から聴取していない

力調査取りまとめにおいて關査復命書」 （様式1）の一部の項目を別紙記載として

おり、要点を簡潔明瞭に整理していない

【●専門医の活用が十分でない例】

精神障害事案について、適切な時期に地方労災医員に対し医学専門的事項等に関す

る助言・指導を受けなかったことにより処理が長期化している

状況がみられた。

一 、

１
ＪI

3的確な進行管理

各局・署とも、本省留意通達等を踏まえて策定した局業務実施計画に基づき、各事

案を担当者任せとすることなく長期未決事案の発生防止と早期解消に向けた組織的な

取組を行っていた。

（1）過労死等事案

ア署における事務処理

各署とも、過労死等事案については初動調査を迅速に行うI動§、調査事項ごと

に適当な実施時期を定めた実効ある調査計画書を作成し、労災認定実務要領等に

則った調査・認定を実施していた。

中には、

【○未決事案を色分けし効率的に進行管理を行っている例】

定例の事案検討会とは別の署管理者による検討会において、事案を未決期間及

び処理の優先鰯ﾘに色分けした一覧表を作成・活用して進行管理を行っている

[O精神障害事案に係る初回の事案検討会の資料を工夫している例】

初回の事案検討会に当たり、管理者力壊案の概要及び調査ポイントを整理した

書面を作成し的確かつ効率的に実施している

状況がみられた。

しかしながら、一部の署においては、

【●初回の事案検討会を速やかに開催していない例】

請求書受付後、初回の事案検討会を速やかに開催し調査計画を策定していない

一い
が 浄

i )
烏､令今"瓦
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【●事案検討会を定期的に開催していない例】

調査計画に基づく進行管理のための事案検討会を定期的に開催していない

【●調査計画が十分でない例】

(ア）初動調査項目の一部が請求書受付からlか月以内に完了する内容となってい

ない

(イ）調査の大幅な遅れや働ﾛ調査等が生じているにもかかわらず、調査計画を見

直していない

【●署管理者が期限を付した具体的な指示をしていない例】

事務処理の遅延に対して、署管理者が期限を付した具体的な指示・指導を行っ

ていない

状況がみられた。

り

（ ；
，､“.午イ局における事務処理

各局とも、署から提出された調査計画書、処理経過簿等を基に、調査の処理状

況等を踏まえて組織的に検討し､署に対して必要な指示･指導を行っており、局・

署の連携により過労死等事案に係る長期未決事案の発生防止と早期解消に努めて

いた。

中には、

【○署の事案検討会に出席し積極的に指示・指導をしている例】

署の事案検討会に局監察官が出席し、事案の進捗状況及び問題点を把握の上、

直接指示･指導を行っている

【㈱鵬蝿が署長からヒアリングを行い必要な指示をしている例】

労働基準部長が局管理事案の多い署の署長から直接ヒアリングを実施し、処理

方針等について、必要な指示を行っている

状況がみられた。

しかしながら、一部の局においては、

【●署に対する指導が十分でない例】

(ア）初回の事案検討会を速やかに開催し調査計画を策定していない状況を把握し

ているにもかかわらず、署を指導していない

(イ）事案検討会を定期的に開催していない状況を把握しているにもかかわらず、

署を指導していない

(ウ）初動調査項目の一部が請求書受付からlか月以内に完了する内容となってい

ない状況を把握しているにもかかわらず、署を指導していない

(エ)「調査完了目標年月日』を標準処理期間内に設定していない状況を把握してい

るにもかかわらず、署を指導していない

(オ）署管理者力箪案検討会の機会等を捉え、的確に指示していない状況を把握し

ているにもかかわらず、署を指導していない

i
、
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(力）事案検討会の開催及び検討結果について、処理経過簿に記載していない状況

を把握しているにもかかわらず、署を指導していない

(キ）調査の大幅な遅れや追加調査等が生じ、調査計画を見直さなければならない

状況を把握しているにもかかわらず＄署を指導していない

状況がみられた。

●

（2）その他の長期未決事案

ア署における事務処理

各署とも、請求書受付の時点において処理期間が3か月を超えると見込まれる

事案及び受付から3か月を経過した事案について遅滞なく調査計画を策定し、毎

月の事案検討会において署管理者力拠理状況と処理上の問題点等について確認と

検討を行い、その上で期限を付した具体的な指示・指導を行うことにより、長期

未決事案の発生防止と早期解消に努めていた。

しかしながら、一部の署においては、

【●署管理者が期限を付した具体的な指示をしていない例】

請求書受付後3か月経過した時点でなお処理力澆了するまで相当期間を要する

事案について、今後調査ずべき事項及びその手法等を明らかにした上で､処理経

過簿の決裁及び事案検討会において期限を付した具体的な指示を行っていない

状況がみられた。

イ局における事務処理

各局とも、署から提出された調査計画書、処理経過簿等を基に、調査の処理状

況等を踏まえて組織的に検討し､署に対して必要な指示･指導を行っており、局・

署の連携により長期未決事案の発生防止及び早期解消に努めていた。

中には、

【○局が指導票等を交付し受付後早い段階から進行管理等を行っている例】

（ア）請求書受付後3か月経過した事案（署長管理事案及び局管理事案に該当しな

い事案も含む｡）について､脂導票」等の書面を交付し署を指導している

（イ）調査計画書や処理経過簿に計画不備や調査漏れがないか､独自の記録(チェッ

ク)票を作成･点検(初動等の調査事項､検討会開催状況､署管理者の指示b事跡

の記載、決裁状況等）し、文書を交付し署を指導している

状況がみられた。

しかしながら、一部の局においては、

【●事案の進行管理が十分でない例】

請求書受付後3か月経過した時点でなお処理力澆了するまで相当期間を要する

事案について､事案検討会を開催し調査計画を策定していない状況を把握してい
るにもかかわらず、署を指導していない

; I
~ぺ今

0
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状況がみられた。

（3）請求人への説明

各署とも、請求書受付後3か月経過した事案については､担当者から処理状況等

を請求人に連絡するとともに、その後、おおむね月1回定期的に連絡し、当該連絡

した事実を処理経過簿に記載していた。

． しかしながら、一部の局・署においては、

【●請求人への処理状況説明等が十分でない例】

請求書受付後3か月経過した事案について、請求人に対して処理状況等を説明し

ていない、又は連絡した事実を処理経過簿へ記載していない

また、局がその状況を把握しているにもかかわらず、署を指導していない

状況がみられた。

◆

(‐
#

4石綿関連疾患の事務処理

（1）署における事務処理

各署とも､石綿関連疾患の診断等については､良性石綿胸水事案を除き主治医の
意見だけでなく地方労災医員等の意見を徴し、また、石綿ばく露作業従事歴の把握

については、被災労働者等から聴取した内容を踏まえ、事業場関係者等から聴取す

るなど、調査実施要領等に基づき適正に処理していた。

なお、地方労災医員等の意見において、主治医の診断内容等に疑義が示された事

案については、石綿確定診断等事業による確定診断の依頼を行っていた。

しかしながら、一部の署においては、

【⑧僻月日の調査が十分でない例】

石綿関連疾患事案の傷病年月日について、診断確定した医療機関の初診日として

おり、現実に療養力泌要となった時期としていない

【●地方労災医員等の意見を徴することなく業務上外を判断している例】

悪性中皮腫に係る労災請求事案について、地方労災医員等の意見を徴することな

く、主治医の意見のみをもって業務上外の判断を行っている

【●速やかに確定診断依頼をしていない例】

良性石綿胸水の事案については、地方労災医員等の意見を徴することなく、速や

かに石綿確定診断依頼を行うこととされているにもかかわらず､石綿確定診断依頼
前に地方労災医員等の意見を徴している

【●石綿ばく露作業の確認が十分でない例】

ア最終石綿ばく露事業場の特定において、職歴の直近を含めた一部事業場につい

て石綿ばく露作業の従事歴調査を尽くしていない

イ請求人が申し立てる石綿ばく露作業について、事業主・同僚労働者等から石綿

ばく露状況を確認する必要があるにもかかわらず、確認を十分に行っていない

〔…〕
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【●調査票を活用していない例】

石綿関連疾患に係る労災請求事案の業務上外の認定に当たって､｢石綿による疾病

の業務上外の認定のための調査票」を復命書に添付していない、又は同調査票の確

認欄を記載していない

状況がみられた。

（2）局における事務処理

各局とも、石綿関連疾患に係る労災補償制度等について、医療機関及び地方公共

団体への周知依頼を行うとともに、新規の労災保険指定医療機関等（以下脂定医

療機関jという｡）に対しては､石綿による疾病の労災認定のパンフレット等を送付

していた。

また、労災認定を行った事案について､石綿疾患労災請求指導料の請求がない場

合には、当該医療機関に対して労災請求の勧奨を行っていた。

しかしながら、一部の局においては、

【●新規指定医療機関等に労災補微制度の周知を徹底していない例】

ア新規の指定医療機関に対して、石綿による疾病の労災認定のパンフレット、石

綿ばく露歴等チェック表等を送付していない

イ市町村等に対して、パンフレット等の窓口配布及び市町村広報紙への掲載を依

頼していない

【●傷病年月日の調査に係る指導が十分でない例】

石綿関連疾患事案の傷病年月日について、診断確定した医療機関の初診日として

おり、現実に療養力泌要となった時期としていない状況を把握しているにもかかわ

らず、署を指導していない

状況がみられた。

房／会軋む今、
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5第三者行為災害の事務処理

（1）署における事務処理

各署とも､第三者行為災害情報受付台帳及び第三者行為災害処理経過簿を管理者

力淀期的（概ね四半期ごと）に決裁するなどにより、適切に進行管理していた。

また、求償に該当する可能性のある事案について、最初に保険給付を行った際は

速やかに局あて報告していた。

しかしながら、一部の署においては、

【●管理者による進行管理が十分でない例】

管理者が受付台帳、処理経過簿又は未処理事案リストを定期的に確認していない

【●自賠責保険等との調整が十分でない例】

保険会社からの回答がない場合の対応について､督促文書発出時期が一定でない、

又は電話による督促経過の事跡がない

－9－
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状況がみられた。

（2）局における事務処理

各局とも、署からの保険給付(求償権取得･債権発生）通知書に基づき求償額の

徴収決定及び災害発生から3年以内に納入告知を行っており、求償事務を組織的に

管理していた。

また、債権管理については､年度当初に債権管理計画を策定し、定期的な納入督

励や時効中断措置等を講じるとともに、収納未済債権リストにより、進捗状況を組

織的に管理していた。

しかしながら、一部の局においては、

【●求侭事務の進行管理が十分でない例】

署から報告のあった債権について、災害発生日、徴収決定の有無、納入告知の有

無等を一覧できるリストを作成し、局管理者が四半期に1回決裁していない、又は

指示・指導した事跡がない

【●災害発生から3年以内に納入告知をしていない例】

第三者行為災害の求償事案について、災害発生から3年以内に納入告知を行って

いない

【●処理経過簿に事跡がない例】

損害保険会社への照会を行った場合等の事跡がない

状況がみられた。

／

I

ー

6費用徴収の事務処理

（1）署における事務処理

各署とも､費用徴収に係る事務処理を確実に実施するため､給付決定を行う際に、

故意又は重大な過失により未手続き期間中に生じた事故、労働保険料滞納期間中に

生じた事故、あるいは事業主の故意又は重大な過失により生じた事故に該当するか

否かを確認し、費用徴収に該当する疑いのある事案については速やかに局へ報告し
ていた。

g も

ミ ノ

（2）局における事務処理

各局とも、死亡・重大災害情報及び労働保険料滞納事業場リスト等の情報を定期

的に把握し、署からの報告力輔れなく行われているかを確認するとともに、事案の

進捗状況等を管理できるリストを作成し、速やかに費用徴収該当の有無の決定を行

うなど、適正な費用徴収の実施に努めていた。

また、債権管理については、年度当初に債権管理計画を策定し、定期的な納入督

励や時効中断措置等を講じるとともに、収納状況、時効中断措置、納付督励等の実

施状況を組織的に管理していた。

-10-
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中には、

IO報告漏れ等を防止している例】

確認する事項等を取りまとめた一覧表を作成し、担当者及び管理者が複数名で点

検することにより、署における費用徴収該当事案の可否に係る確認漏れや報告漏れ

を防止している

状況がみられた。 ．

しかしながら、一部の局においては、

【●進行管理が十分でない例】

ア署から報告のあった費用徴収事案について、局管理者が事案の概要や受付から

徴収決定までの事務処理経過が一覧で把握できる表を作成していない

イ署から報告のあった費用徴収事案について、速やかに費用徴収該当の有無を判

断していない

【●債権管理の事務処理が十分でない例】

時効完成等によって債権が消滅した事案について、その債権に係る収納未済歳

入額を不納欠損として整理していない

状況がみられた。

卦･必弟、自

、
7労災診療費の事務処理

（1）労災診療費算定基準の改定内容の周知等

各局とも、労災診療費算定基準の改定について、指定医療機関に対して、関係団

体と連携するなどした上で、速やかに改定内容の周知の徹底を図るとともに、改定

後の算定基準に基づく的確な審査を実施していた。

（2）地方厚生局等からの提供情報の活用

各局とも､地方厚生局等から提供された指導結果情報及び施設基準情報について、

診療費審査担当者間で情報共有を図り、労災診療費の審査業務に活用していた。

しかしながら、一部の局においては、

【●地方厚生局等からの提供情報の活用等が十分でない例】

ア長期間にわたり調査未了となっている

イ保管する必要がなくなった情報を長期間保管している

状況がみられた。

今

Ｅ

企

む

■

■

夕

や

か
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ｆ
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０
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Ｑ
、
や

（3）指定医療機関に対する実地指導

各局とも、労災診療費の誤請求の多い指定医療機関や地方厚生局等から提供され

た指導結果情報に掲げられた指定医療機関に対し、実地指導計画を策定し計画に沿

った実地指導に取り組んでいた。
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（4）労災レセプト電算処理システムの利用勧奨

各局とも、労働基準部長等の局幹部が中心となり、指定医療機関への個別訪問や

各種会合を活用し利用勧奨とフォローアップを行っていた。

中には、

【○個別指導を利用し普及促進に取り組んでいる例】

指定医療機関への個別指導時に利用勧奨するとともに、併せてその周辺地域の指

定医療機関を訪問し普及促進に取り組んでいる

【○労災診鰯雛基準改定の説明会を活用し普及促進に取り組んでいる例】

労災診療費算定基準改定の説明会を活用し利用勧奨を併せて実施している

状況がみられた。

しかしながら、一部の局においては、

【●普及促進が十分でない例】

労災レセプト請求件数の多い指定医療機関に対して、重点的な禾堀勧奨やフォロ

ーアップを行っていない

状況がみられた。

今守、罰・△０●ｖ

一

グ
グ
Ｉ
、
鬼

8審査請求の事務処理

各局とも、審査請求を受理してから3か月以内の処理を目標とした審査請求処理計

画を作成し、労災補償課長力海月、審査請求処理計画・処理経過簿により、事件ごと

の進捗状況を把握の上、状況に応じた助言を行うことにより長期未処理事件の発生防

止と早期解消に努めていた。

中には、

【○マニュアルを作成し円滑に事務処理を行っている例】

審査官力溶易に事務処理を行えるよう、労働保険審査官及び労働保険審査会法に基

づく「口頭意見陳迦及び「文書その他の物件の閲覧等』について、その項目の要点

及び質疑応答等をまとめたマニュアルを作成し、監督署職員に配付している

【O事件概要の早期把握に努めている例】

審査官が早期に事件概要を把握できるよう署が審査請求事件に係る調査復命書等の

資料を局署共有フォルダに格納している

状況がみられた。

しかしながら、一部の局においては、

【●審査謂求処理期間の目標設定が適切でない例】

審査請求を受理してから3か月以内の処理を目標とした審査請求処理計画となって

いない

【●管理者の助言等が十分でない例】

局管理者が審査請求事件ごとの審理状況を把握し必要な助言を行っていない、又は

その事跡がない

屯
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状況がみられた。

9不正受給等防止対策

各局とも、不正受給防止対策要綱を策定し、第三者からの投書等により情報を得た

場合や請求書の審査段階等で疑義が生じた場合には、局・署連携のもと組織的に検討

し実地調査を行うなど、適切に対応していた。

しかしながら、一部の局署においては、

【●調査等が十分でない例】

ア署が情報提供を受けた後の調査を十分に行っていない

イ局が署に対して必要な調査を指示していない、又はその調査結果を確認していな

い

状況がみられた。少皇:.､恥

10個人情報の管理

（1）個人番号等の取扱い

各局・署とも、管理者は労災年金事務に係る請求書等を取り扱う者について、事

務取扱担当者名簿を年度ごとに作成し、該当者に対し速やかに研修を実施するとと

もに、管理者による特定個人情報ファイルへのアクセス記録の確認を毎月実施する

ことで不正アクセスの防止に努めていた。

なお、特定個人情報等が記載された請求書の管理等は、労災保険給付個人番号利

用事務処理手引に従って適切に処理していた。

また、個人情報の漏えいを防止する観点から、保管ファイルを色分けしている等

の措置を講じていた。

中には、

【○特定個人情報等の注意喚起を図っている例】

個人番号が記載された請求書等を添付した書類を決裁する際、 「マイナンバー」と

表示した専用のバインダーを使用し注意喚起している

【○情報漏えいの防止対策をしている例】

独自に作成したチェックリストにより自己点検し、その結果を職員から定期的に

報告させ遵守状況を確認している

状況がみられた。

しかしながら、一部の局署においては、

【●事務取扱担当者名簿の整備等をしていない例】

労災年金事務に係る請求書等を取り扱う者について､事務取扱担当者名簿に記載

していない、又は研修を実施していない

【●アクセス記録の確霊等を行っていない例】

アクセス記録の確認に係る記録を作成していない、又は同記録の決裁を毎月受け

i､~ノ
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ていない

【躰人確認が十分でない例】

個人番号が記載された請求書等を署の窓口で受け付けた際に提示を受けた本人確

認書類の名称を請求書等の余白に記載していない

状況がみられた。

（2）労災行政情報管理システム等セキュリティ対策

各局・署とも、インターネット利用時、電子メール利用時、電磁的記録媒体利用

時及び電子データの取扱時における暗号化やウイルスの侵入力戦知された場合の対

応について、労災行政情報管理システム等のセキュリティ対策を講じていた。

しかしながら、一部の局署においては、

【●要機密情報等の暗号化が十分でない例】

要機密情報等をシステム領域に保存する際に一部暗号化していない

β
§
、

状況がみられた。

ｊ
－

１
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第2地方労災補償業務監察

1 監察計画の策定及び監察の実施

各局とも､労働基準部長を始め関係部課室長が中心となって､本省留意通達､中央・

地方監察結果、管内の行政課題等を踏まえた検討を行い、監察計画を策定し実施して

いた。

中には、

【O地方監察時等にチェックリストの点検結果を検証している例】

地方監察及び業務指導時に、署力漢施した『中央監察結果等に基づくチェックリス

ト』の点検結果を検証している

状況がみられた。

しかしながら、一部の局においては、

【●監察指針に基づき監察計画を策定していない例】

ア前回中央・地方監察時の指示事項に対する是正改善状況の確認を監察項目に掲げ

ていない

イ行政運営方針の最重点課題に関連する項目を重点項目として監察計画に反映して

いない

【●是正内容が定着していない例】

前回中央・地方監察で指示事項となった監察項目の是正内容力淀着しておらず、ま

た、当該内容を局業務実施計画にも反映していない

ダ錘．
I

【●机上監察の実施時期が適切でない例】

机上監察を実地監察の前に実施していない

状況がみられた。

2監察実施後の措置

各局とも、実地監察の終了後、局長及び関係部課室長に監察結果の概要を口頭で速

やかに報告していた。

また、監察の結果、是正改善を要する事項及び監察結果報告書の取りまとめにおい

て、関係部課室長を交えた検討を行った上で、各署に通知していた。

しかしながら、一部の局においては、

【●監察実施後の措置として十分でない例】

ア実地監察結果の概要を、局長、総務部長又は徴収主務課室長に口頭で速やかに報

告していない

イ実地監察の結果、是正改善を要する事項について、速やかに局長名の文書により

署長に期限を定めて是正改善指示を行っていない

ウ机上監察の結果、是正改善を要する事項について、速やかに是正改善指示を行っ

ていない

！

‘、一"ノ
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工是正改善報告の内容が十分でないにもかかわらず再指示を行っていない

オ監察結果報告書の内容が改善事項の列挙にとどまり、改善事項とされるに至った

原因と対策を明記していない

状況がみられた。

3監察結果報告書の活用

各局とも、地方監察結果を取りまとめ監察結果報告書を作成し、局署の職員に周知

していた。また、地方監察結果と併せ、中央監察結果報告書の内容と局署の事務処理

とを照らし合わせて、自局の問題点等について検証の上、改善すべき事項や事務処理

の留意点等を署長会議、労災担当課長会議等において説明していた。

しかしながら、一部の局においては、

【●監察結果報告書の活用が十分でない例】

中央監察結果報告書の内容を労災担当課長会議において説明していない

多少｡‐ヂ

（ 》

状況がみられた。

●
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第3業務効率ｲ時への取組

1 非常勤職員の積極的活用

各局・署とも、実情に応じて非常勤職員を有効に配置し職員と一体的に事務処理を

行っていた。

また、新たに採用した労災保険給付専門調査員、労災保険給付補助員等に本省研修

を受講させるなど、業務に必要な知識を付与し積極的に活用していた。

中には、

【○研修を工夫して実施している例】

毎月の課内会議終了後に職員力咬替で講師となり、月ごとのテーマに沿って実例を

多く取入れた研修を実施している

【○業務ライン会蟻においてスキルアップを図っている例】

月1回業務ライン会議を開催し、管理者力粗当事案の処理方法等についてスキルア

ップのための指導を行っている

【鰯員が非常勤職員とペアとなり業務指導している例】

職員と非常勤職員の二人担当制とし二人一組の業務対応とすることで、年間を通し

て非常勤職員への効果的なOJTを実施している

状況がみられた。

ゴロ句～

2卿見直し等

各局・署とも、本省が示した業務見直し計画等を踏まえ、検討委員会等の検討を経

た上で、労災補償業務の実施体制の確保、監督・安全衛生担当部署との連携強化、外

部委託の活用、業務の集約化等を図るなど、業務の効率的かつ効果的な運用に取組ん

でいた。

中には、

【○療養の給付錆求書等の審査業務を局に集約化している例】

全署又は一部の署の療養の給付請求書(療養の費用を含む）の一次審査等を局にお

いて羨弛している

L_､』

【○過労死等事案の処理を局又は拠点署に集約化している例】

請求書受付後の調査計画の策定から調査及び調査終了後の復命書作成までの処理を

局又は拠点署において実施している

【○適正給付対策の一部業務を局に集約化している例】

適正給付対策対象者の未調査者に係る主治医への意見書依頼及び調査結果の取りま

とめ並びに傷病の状態等に関する届出者に係る調査結果を共有フォルダに登録又は管

轄署へ通知している

【○障害等級の認定業務を局に集約化している例】

-,17-
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障害請求事案に係る障害等級認定のため、局において労働者本人からの聴取、確認

等を実施している

【○監督･安全衛生担当部署と情報を共有している例】

過労死等事案の事務処理において、システム上に作成した管理簿に労災担当部署と

監督・安全衛生担当部署力湘互に裁量労働制や長時間労働の有無等の情報を登録し共

有している（再掲）

【○監督･安全衛生担当部署と協譲し積極的に問題解決を図っている例】

ア過労死等事案の初回事案検討会等において、労災担当部署と監督・安全衛生担当

部署が合同で対応を協議している（再掲）

イ局の労災担当部署と監督・安全衛生担当部署の課長等が協議の場を定期的に設定
し問題等を解決している（再掲）

【○未決事案を色分けし効率的に進行管理を行っている例】

定例の事案検討会と削りの署管理者による検討会において、事案を未決期間及び処

理の優先鰯ﾘに色分けした一覧表を作成・活用して進行管理を行っている（再捌

【○未決状況を見える化し効果的な取組を行っている例】

局は､署別･未決期間別の未決件数の推移をグラフ等で見える化し､変動や傾向等を

分析するとともに､署長あてに同グラフを送付して注意喚起することで効果的な取組
を行っている

【○TV会蟻システムを活用している例】

精神障害事案の局署協議及び精神障害専門部会において、TV会議システムを活用
して効率的に実施している（再掲）

状況がみられた。
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第4職員研修

各局・署とも、労災補償業務の質的向上を図るため、署管理者及び局署労災担当職員

を対象とした研修に計画的に取り組んでいた。

特に、初めて労災補償業務に従事する職員に対しては、各種マニュアル等を活用し、

組織的かつ体系的な研修を実施していた。

また、非常勤職員に対しては、担当業務以外に窓口対応に必要な知識、各種請求書の

受付及び入力業務、マイナンパー等個人情報の保護、情報セキュリティ対策等について

研修を実施していた。

中には、

①アンケート結果等を踏まえ次年度の研修計画を策定している例】

基本的な知識、専門的な知識及び管理者としての知識の付与を目的に、前年度の研

修受講者からの感想文やアンケート結果を踏まえ､対象者､研修内容､カリキュラム、

実施時期、講師の選任等について検討し研修計画を策定している

【○労災補償業務から離れていた職員へ実施している例】

一定期間労災補償業務から離れていた職員に対し、保険給付の相談・受付、請求書

の点検・審査や監察結果を踏まえた実践的な演習等を盛り込んだ研修を実施している

【○外部講師を招いて実践的な研修を実施している例】

第三者行為災害の求償事務に必要な知識を習得するため、自賠責損害調査事務所か

ら講師を招いて、自賠責保険の仕組み等について専門研修を実施している

【○研修を工夫して実施している例】

毎月の課内会議終了後に職員が交替で講師となり、月ごとのテーマに沿って実例を

多く取入れた研修を実施している（再掲）

【○業務ライン会議においてスキルアップを図っている例】

月1回業務ライン会議を開催し、非常勤職員も出席させた上で、管理者力湘当事案

の処理方法等についてスキルアップのための指導を行っている

【鰍員胸備勤職員とペアとなり業務指導している例】

職員と非常勤職員の二人担当制とし二人一組の業務対応とすることで、年間を通し

て非常勤職員への効果的なOJTを実施している（再掲）

状況がみられた。
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第5まとめ

労災補償行政の運営に当たっては、迅速・適正かつ効率的な事務の運営とその水準の

維持・向上を図るとともに、公正妥当な基準に基づき客観的に検査、評価することによ

り行政の斉一性を確保しなければならない。

局署管理者は、中央監察結果等を踏まえ自局の取組状況を検証の上、不適正な事務処

理力潔められた場合は、これを是正改善し適正な事務処理を確保する必要がある。

本年度の監察実施結果ついては、全般的に本省留意通達等に基づき適正に実施してお

り、過労死等事案の事務処理においてシステム上に作成した管理簿等に労災担当部署と

監督・安全衛生担当部署力湘互に裁量労働制や長時間労働の有無等の情報を登録し共有

するとともに定期的に対応を協議している、局管理者が未決事案の翻り推移をグラフ等

で見える化し、署長あて送付して注意喚起することで効果的な進行管理を行っている、

毎月テーマを変えて非常勤職員を含めた研修を実施しているなど、創意・工夫のもと積

極的な取組もみられたものの、一部に問題のある事務処理がみられた。

問題のある事務処理の多くは各担当者の処理手順に対する理解不足と管理者の状況把
握不足により生じているものである。

このため、労災補償業務の運営に当たっては、管理者は部署間の連携を図るなど日頃

から業務の効率化を念頭に、再任用職員や非常勤職員を活用して業務処理体制の確保．
改善に努めることが重要であり、管理者自ら力噸極的な情報把握等に努めるとともに、

職員に対して研修やOJTを実施し必要な知識やスキルの習得に努める必要がある。

最後に、本報告書が会議等あらゆる機会を通じて周知されるとともに、自局の取組状

況の検証や職員の研修等に十分に活用され、今後の業務運営に反映されることを希望す
る。
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平成30年度中央労災補償業務監察実施労働局及び労働基準監督署
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、
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》
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、
甑
一
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･･･21 ･･･

労働局名 労働基準監督署名

01 北海道 旭 川 札幌東

02 青 森 青 森

05 秋 田 秋 田

06 山 形 庄 内

08 茨 城 水 戸

13 東 京 足 立 八王子

14 神奈川 鶴 見 川崎南

20 長 野 松 本

24 三 重 津

28 兵 庫 尼 崎 姫 路

30 和歌山 和歌山

35 山 口 宇 部

43 熊 本 熊 本

44 大 分 大 分

46 鹿児島 鹿児島

計 15局 19署
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資料Ⅲ－1労災保険経済概況

注） 1労災保険の積立金は､既裁定の労災年金受給者への将来の年金給付費用に充てる原資となる確定的な債務(責任準備金)として積み立てているものである。
2収入には､事業主が負担する労災保険料のほか､積立金等の運用収入､支払備金等の前年度からの受入金等が含まれている。
3支出には､保険給付受等の当年度厳出額のほか､翌年度へ繰越される支払備金等が含まれている。
4平成30年度(予算)及び平成31年度(予定)の｢②支出うち翌年度への繰越額(支払備金等)』については､各年度の決算結了後に確定するため､現時点では
輕幽宇興予定)1顎ける｢①収基うち前年塵よ吸入辰私備金等腿筒羅潟甚猿壼じそ蝿釜蘋巍f瓦そ徐窓
5決算上生じた収支差については､特別会計に関する法律第103条の規定により､剰余が生じた場合は積立金として積み立て､不足が生じた場合は積立金から
補足することとしている。

6計数はそれぞれ四捨五入によっているので､蝋数においては合計と一致していないものがある。

＝~

～

'一％
?

~”才
●

の

区 分
27年度
(決算）

28年度
(決算）

29年度
(決算）

30年度
(予算）

31年度
〈予定）

①収 入

－

つ

一

つ

－

つ

ち保険料収納額

ち利 子 収 入

ち前年度より受入(支払備金等）

12,200

8,632

1,320

2,019

12,237

8,717

1,305

1,981

12，177

8,686

1,286

1,980

11,652

8,251

1,256

1,937

12,106

8,754

1,214

1,934

②支 出

一

つ

一

つ

－

つ

ち保険給付費等

ち社会復帰促進等事業費

ち翌年度への繰越額(支払備金等）

11,864

8,377

591

1,981

11,914

8,312

607

1,980

11,999

8,317

642

1,989

12,633

8,727

753

1,934

12,871

8,789

854

1,934

決 算 上 の 収 支 336 323 178 △981 △765

積 立 金 累 計 額 78,616 78,938 79,117 78,136 77,371
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労災保険の積立金について 「寶翫二豆~1
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②過去の災害に起因する年金維

ン0

.倶腱雇王の災害防止沽勇

非戸上（侭騰嬰1索の肩

ひ

積立金の規模

●平成29年度末の積窪金累計頚： 7兆g, 11ﾌ億円

【参考】平成29年度末における責任準備金の額I幻兆6,155億周であり､労災保険において

は､責任準備金の額にほぼ見合った積立金を保有している。

※責任準備金の額は､平成29年度末において現に年金給付を受けている被災者又は遺族に対し、
将来支払うこととなる年金給付総額の現在価値を､保険数理に基づいて算出したものである。
今

、

E－

四
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労災保険の積立金と保険料収入の関係

保険料収入

”
１
１
１
１

積
立
金
と
し
て
保
有

積
立
金
と
し
て
保
有

＝＝

当年給付分 ！

’

1年間に裁定された新規年金
受給者全員の将来給付総額

･1年間の収入(保険料）

･積立金からの利子収入を
次年度以降の給付に充当

支出
I

当
年
給
付
分

Ｉ

次年度以降給付
凸
凹
ｐ
ｒ
Ｐ
■
＆
▽
且
■
■
■
■
・
▲
■
ｇ
凸
■
■
Ｊ
■
●
Ｕ
△
０
ｂ
■
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凸
■
ロ
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〃
頭
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Ｕ
Ｐ
Ｌ
ｐ
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資料Ⅲ－4

労災保険率設定の基本的考え方

0

○ 労災保険率は、労働保険徴収法等の規定に基づき、事業の種類ごとに設定。

労災保険率は、事業の種類ごとに、過去3年間の保険給付等に基づき算定した保険給付

に要する費用の予想額を基礎とし、過去3年間の災害率等、社会復帰促進等事業及び事務

の執行に要する費用の予想額その他の事情を考慮し定めると規定されている(徴収法第12

条第2項、徴収令第2条） 。

この規定に基づいて、平成17年3月25日に策定された「労災保険率の設定に関する基

本方針」に従って設定。ヂーー
ク

l
j ず
りも. b､
ｰ

○ 労災保険率の改定は､労働政策審證会労働条件分科会労災保険部会での検討を経

て決定。

○ 労災保険率の要素

○

労
災
保
険
率

業
務
災
害
分

短期給付分…療養補償給付、休業補償給付等

緬癖蔬矧 (事業の種類により異なる料率）
一定期間(3年間)の収入と支出が均衡するように算定

長期給付分…年金たる保険給付等

屍豆壷課芳詞（事業の種類により異なる料率）
労災事故の責任は労災事故発生時点の事業主集団が負うべ

きであるという観点から、災害発生時点の事業主集団から将

来にわたる年金給付に要する費用を全額徴収する考えで算定

し、将来給付分は、積立金として保有

非業務災害分(通勤災害及び二次健康診断等給付分）

(全業種一律）

社会復帰促進等事業及び事務の執行に要する費用分

(全業種一律）

年金積立調整費用(積立金の過不足を調整する部分）

(全業種一律）
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率について

労災保険率(全業種平均)の推移
平成SO年度の労災保険率を
構成する要素

平成so年度の労災保険率を
構成する要素

労災保険率
平成元年度

平成4年度

平成フ年度

平成10年度

平成13年度

､平成15年度

平成1B年度

平成21年度

平成24年度

平成2ﾌ年度

平成SO年度

10.8/1,000

,,ﾑﾉ1,oOo
↓
9.9/1,000

9ｶﾉ1,OOO
↓
8.5/1,000

7土ﾉ1,OOO
↓
7.O/1,OOO

5当ﾉ1,ooo
↓
4.8/1,OOO
↓
4.ｱ/1,000

鎧′,｡Ⅷ‘

(単位:1/1,000）

※業務災害分は､全業種の平均値
※業務災害分以外は､全業種=控
※業務災害分で端数処理前の各業種の料率を平均していることから、
上記の各料率の合計値は､端数処理後の平均とは一致しないことがある。

ｫへ
一

＃
イ

●
モーゴ

■

資料Ⅲ一s

L

司り

労災保険率は54業種ごとに災害率等に応じて定め､3年に1度改定。最低2.5/1,000~最高88/1,000
(例）金融業､保険業又は不動産業2.5/1,000 金属鉱業､非金属鉱業又は石炭鉱業88/1,000

業
務
災
害
分

短期鎗位全
療養補償給付
休業補償給付 等

長期給付分
年金たる保険給付等
(将来給付分は積立金
として保有）

22ク

1.18

非業務災害分 0．6

社会復帰促進等事業及び
事務の執行に要する費用分

0．9

年金積立訳整費用 ▲0．4
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|責料w－1 |資料Ⅳ－1アスベスト訴訟への対応について
○アスベスト(石綿)にばく露した労働者が石綿肺､肺がん､中皮腫等の健康被害を被ったのは、

－

が に行

を提起。…、郵講濡溌常需瀦認、

'一
＝率＝ここ一一閥…~ーー易＝

Iに豆一一
一唾

一一→今与込一 ▼一 一一一一一

垂濡労働識型訴訟
一三一 一

原菩一回｢燕垂琢娠魏購毫あ鍬一
係属訴訟数等係属中:127訴訟(原告総数605名､請求総額約58億円）
(H30.12月末時点） 和解実績:188訴訟

（原告総数704名､国責任額及び遅延損害金約57億円）

謹鵠I 繍肺州鰄腫等に關端医学的知見の集
識

圭･

主“

－－－ －

建設業の元労働者｡その遣族

15訴訟(原告総数873名､請求総額約270億円）

鋳 雲認 霧
・防じんマスクの着用義務付け

･有害性の警告表示義務付け
･石綿の製造等の禁止

･集じん機付き電動工具の使用義務付け
･－人親方等に対する責任等

な

争

点

一

石
■
ｄ
一
ｊ
ｌ
Ｉ
４
Ｉ
Ｉ

局所卿廟装置の設置義務付け【違法とされた期間：I胴淵橋■

S33,5.26～46.4.281

．石綿粉じん濃度の基準設定【違法なし】

･防じんマスクの着用義務付け【違法なし】 等

国の規制
権限の不
行使

一
●

宕轌

刈”

2.夫副､裳雷謹訪問し､誇詫餅《Hg751.18)

全国鰯裁判販這j悪罵蝋蕊は塗篭受理焦堂津■｜

’

q－

し

■

１
１
１

弓

経過
| ：
I . ‐

P■

ﾛざ

･同様の状況にあった石綿工場の元労働者等について

も､訴訟を提起してもらい､最高裁判決に沿って､訴訟
上の和解を行っている。

･和解手続の周知
(医療機関等でのポスターの掲示,個別周知の実施）

対応 を通じて､国の責任の有無を明らかにしていく方針
で臨んできているところ。
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’ ’工場型アスベスト訴訟実續推移 資料Ⅳ－2

30.0
350

ﾖﾕﾕ

I…賠償金支払額(億円） ＝－．和解者数(人）

（原告ペース） 〆

■
25.0 308

〆
グ

〃
夕

グ

〃 250
〆 国20.0
ゲ
グ
ジ
グ
グ
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、
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昼 W

50

0．0 －ー

0HZ6年度※ H27年度 H28年度 H29年度 H30年度

※H31.1月支払済まで

※H26年度の支払いは､大阪泉南訴訟(第1陣､第2陣)の判決分。
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平成26年10月の大阪泉南アスベスト訴訟最高裁
判決により、国の損害賠償責任が認められました。

この賠償金の請求方法についてのご案内です。

国を提訴し、訴訟の中で以下の要件を満たすことが確認され、和解
が成立した場合には、賠償金をお支払いします。

（1）昭和SS年5月26日から昭和46年4月28日までの間に、

局所排気装置を設置すべき石綿工場(※)内に鋤て、
石綿粉じんにばく露する作業に従事したこと。
※石綿紡織工場、石綿含有建材・製品の製造工場など（石綿工場以外の従業員であっ
た場合でも要件を満たす場合があります｡詳しくは弁護士などにご相談ください｡）

…; （2）その結果、石綿による一定の健康被害（※）を被ったこと。
※石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚など

(S)提訴の時期が損害賠償請求権の期間内（※）であること。
※期間内であるかについては、弁護士などにご相談ください。 t

も

※石綿による健康被害により労災保険を受給している（過去に受給した）方

や石綿によるじん肺管理区分決定（管理2以上）を受けた方のすべてが和解
の対象になるとは限りません。

賠償金の支払いを受けるためには､訴訟の中で上記Q1の要件を満たすこ

とが確認され、和解が成立する必要があります。

詳しくは、裏面の法テラスや弁護士会（裏面参照）などにご相談ください。チ

③厚生労働省.都道府県労働局.労働基準監督署
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Q2・石綿工場
賠償金はも

は既になくなっているのです

らえますか？
里

勤務していた石綿工場が既になくなっていても、Q1 (表面）の要件を
満たすことが確認されれば、賠償金をお支払いします。 ，

‐正 ?

、石綿による病気のため労災保険や石綿＃
被害救済法による給付を受けていますが、
償金はもらえますか？

｜

’
ミ ー

I

d

労災保険や石綿健康被害救済法による給付とは別に、賠償金をお支払い
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します。
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一

国を提訴していただき、Q1 (表面）の和解要件を満たすことが確認さ
れ、和解が成立すれば賠償金をお支払いします。
石綿工場の元労働者ご本人が既に亡くなっている場合には、遺族（相続
人）の方にお支払いします。

和解により国がお支払いする賠償金の額は、疾患の種類や病状によって
異なります。

１
１I

Q5.もっと詳しい内容を知りたいのですが？

詳細については法テラスや弁護士会などにご相談ください。
(最寄りの法テラスや弁護士会は下記のホームページからご覧いただけます。 ）

お問合せ先

礎這這藤…
ホームページ

雷 話 05フO－Oフ83フ4

(平日9:00～21:00土曜日9:00～17:00）

一蹴
ホームページ

⑦厚生労働省｡都道府県労働局.労働基準監督署

● 賠償 つ頃にいくらもらえますか？ 1
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建設ア寡ベスト訴訟の概要及びこれま雫の判決結果
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建設業に従事していた元労働者 が規制権限を邇切に行使しな○
か
○Ｉ か

綿初らが石

らであるとして､国に対し､健康被害又は死亡による損害賠償を請求。 ー 一
○全国で15訴訟が係属中｡これまで､地裁で1勝6敗､高裁で4敗｡横浜1陣､東京1陣､京都1陣､大阪1陣は上告受理申立てを行った。
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〈画一部敗醗双方上”

－【乎哩6年11月7日）
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（四一部敗訴.双方上”
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地裁判決一一
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建材メーカーの責任
（敗脈ﾒｰｶ一敗）
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最高裁に係属中 と謹理申立中 ， ｜ 上告受藝軍五甲 一一.==== ====== 1－－

’ ’今後の予定等 上告受理申立中 福岡高裁に係属中 札幌高裁に係属中
一

東京高裁に係属中
粟蓮葉基準法に関しては、 全ての高裁及び趨蕊刺蔑Iミごおいて『違法なし]琴砺吾五面'る。
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Ⅱ○ 「労働基準法施行規則第SS条専門検討会」は、労働基準法施行規則（昭和22年厚生省令第2S号）別
表第1の2に掲げる業務上疾病の範囲について、昭和5S年以降、定期的に医学的な検討を行っているも
の。 （前回は平成2ら年度に開催。）

○前回の検討会以降の新たな医学的知見の状況を踏まえ、別表第1の2に新たに追加すべき疾病があるか
否かを検討。

謡詞醗講：雛識 霊房 一一一卓一
一七－一●

一一・日＝＝善一＝ 一 一一一一一＝ア
bーⅡ －， ＝ ■一一 一

I

「オルトートルイジンによる膀胱がん」を別
表に追加することが適当

【報告書3頁参照】

○労災請求のあった個別事案の業務上外を検討した医学専
門家等による検討会において、業務と疾病との因果関係に

『

ついての考え方が示された疾病

※握言雪族アミン取扱箏業場で難生した勵紡的の業溌と外に関す
る袋討会/で鰯yした鮪 現時点において別表に追加する必要のある疾

病はないが、理美容師のシャンプー液等の使用
による接触性皮麗炎に関しては「化学物質によ
る疾病に閏する分科会」を設置して検討を行う
ことが妥当

【報告書4頁参照】

§

○労働基準法施行規則別表第1の2各号に規定する包括救
済規定に該当した疾病

※璃成24革鹿から璃威28草度において；別表第プの2各号に親
定する包括救済親定に該当するとして認喧ざzた涜病

行政当局で収集を行った疾病に加え、大臣告
示に規定されていない化学物質による疾病につ
いても「化学物質による疾病に閨する分科会」
において検討を行うことが妥当

○行政当局において情報収集を行った化学物質による疾病

P

【報告薑4～5頁参照】I

匪一一＝画一止芒＝一'4；岸一一ー一＝－－F…一…
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労働基準法施行規則第35条専門検討会

参集者名簿（五十音順、敬称略）

役 職 等氏名

一般社団法人日本繊維状物質研究協会理事長

産業医科大学産業生態科学研究所職業性中毒学研究室教授

中央労働災害防止協会大阪労働衛生総合センター所長

相澤好治一般社団法人日本繊維状物質研究協会理事長

上野晋産業医科大学産業生態科学研究所職業性中毒学研究

圓藤吟史中央労働災害防止協会大阪労働衛生総合センタ‘

大前和幸慶應義塾大学名誉教授

工藤翔二公益財団法人結核予防会理事長

櫻井治彦慶應義塾大学名誉教授

夏目 誠精神科医・産業医大阪樟蔭女子大学名誉教授

並木淳郎関東労災病院副院長・循環器内科部長

西村重敬埼玉医科大学名誉教授

馬杉則彦一般財団法人労災サポートセンター会長

別府諸兄公益財団法人日本股関節研究振興財団理事長

三上容司横浜労災病院副院長運動器センター長

柳澤裕之東京慈恵会医科大学環境保健医学講座教授

由佐俊和千葉労災病院アスベスト疾患センター長

～

1

(座長）

'

（
ー中

労働基準法施行規則第35条専門検討会開催状況

平成30年10月16日第1回検討会

平成30年11月22日第2回検討会

3
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1 検討会の開催経緯及び目的

労働基準法施行規則別表第1の2及びこれに基づく告示(以下｢別表第1の

2」という｡）は、業務上疾病の範囲を明確にし、事業主の災害補償義務の履

行確保を図るとともに、業務上疾病の災害補償に係る舗求権の行使を容易に

する重要な役割を果たしているところであるが、労働環境の変化に伴い新た

な要因による疾病が生じうることを考慮し、昭和53年に行われた現行規定

への改正以降、定期的に、労働基準法施行規則第35条専門検討会（以下｢本

検討会」という｡）において、別表第1の2に掲げる業務上疾病の範囲につい

て医学的検討を行ってきたところである。

前回検討を行った平成25年度以降､染料･顔料の中間体を製造する化学工

場において作業に従事した複数の労働者が､業務により取り扱ったオルトート

ルイジンにばく露したことにより､膀胱がんを発症したとする労災請求が平成

28年1月になされたことを契機として、業務上外の判断に当たり、同年6月

から、医学専門家をはじめ、化学、労働衛生工学の専門家から成る「芳香族ア

ミン取扱事業場で発生した膀胱がんの業務上外に関する検討会」において､業

務と膀胱がん発症との因果関係が検討され、同年12月に報告書(別添1）が

とりまとめられた。

また､本検討会の平成25年報告において、新たな化学物質による疾病につ

いて幅広く情報収集することを求めたことから､行政当局として別表第1の2

に規定されている化学物質について､新たな症状又は障害についての情報収集

を行い、 「業務上疾病に関する医学的知見の収集に係る調査研究報告書」 （別

添2～5）が取りまとめられた。

このため、本検討会は､以上のような状況を踏まえて､別表第1の2に掲げ

る業務上疾病の範囲について､新たに追加すべき疾病があるか否かの検討を行

った。

…

しノ

2例示列挙の考え方

本検討会においては、別表第1の2に新たな疾病を追加すべきか否かを判

断するに際して、従来からの考え方を踏襲することとした。

すなわち､職業病として発生することが極めて少ないもの等､以下のいずれ

－1－
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旬

つ

かに該当するものを除き、業務と疾病との間に因果関係が確立していると認

められる場合には原則として例示列挙するというものである。

①過去において相当数の発症例が見られたが、労働衛生管理の充実等に

より、今日発症例が極めて少ないもの

②諸外国において発症例があるが、国内においては、当該疾病の発生に係

る化学物質等の製造及び輸入の禁止等により使用される見込みがない又

は研究機関等の特定の機関においてのみ使用される等のため､当該疾病の

発症例が極めて少ないと認められるもの

③ばく露から発症までの期間が短いもの以外であって因果関係が明らか

となっていないもの（ばく露から発症までの期間が短いものについては、

業務との因果関係を立証することが容易であることから､当該短期間で現

れる影響のみ明らかとなっているものは必ずしも例示列挙の必要性はな

いと考えられる｡）

④有害業務の集団及び疾病の集団として類型化(有害因子と疾病の関係を

一般化し得るもの）が困難であり、法令上の列挙又は指定になじまないも

の

（ 、〉
へ

3検討疾病

本検討会においては､今回､以下の疾病について別表第1の2に追加すべ

きか否か検討を行った。

（1）労災請求のあった個別事案の業務上外を検討した医学専門家等による

検討会において、業務と疾病との因果関係についての考え方が示された

疾病

オルトートルイジンによる膀胱がん

I )

(2)別表第1の2各号に規定する包括救済規定に該当した疾病

平成24年度から平成28年度において､別表第1の2各号に規定する

包括救済規定に該当するとして認定された疾病

-2．．
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(3)行政当局において情報収集を行った化学物質による疾病

平成25年報告の求めにより、行政当局において平成26年度から

平成29年度までの4年間に情報収集を行った､現在｢労働基準法施行規

則別表第1の2第4号1の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する単体

たる化学物質及び化合物（合金を含む｡）並びに厚生労働大臣が定める疾

病を定める告示」 （以下「大臣告示」という｡）に規定されている168の

化学物質に係る新たな症状又は障害

検討結果

(1)労災請求のあった個別事案の業務上外を検討した医学専門家等による

検討会において、業務と疾病との因果関係についての考え方が示された

疾病

芳香族化合物については、ベンジジンやベーターナフチルアミンなど

による尿路系腫蛎については別表第1の2に例示列挙されているとこ

ろ、オルトートルイジンによる膀胱がんについては例示列挙疾病とはな

っていない。平成28年1月に染料・顔料の中間体を製造する化学工場

において作業に従事した複数の労働者が、業務により取り扱ったオルト

ートルイジンにばく露したことにより、膀胱がんを発症したとする労災

請求事案の業務上外の判断に当たり、同年6月から、医学専門家をはじ

め、化学、労働衛生工学の専門家から成る「芳香族アミン取扱事業場で

発生した膀胱がんの業務上外に関する検討会」において、業務と膀胱が

ん発症との因果関係が検討され、同年12月に報告書がとりまとめられ

ている。

本検討会において、この報告書について検討を行った結果、オルトー

トルイジンにばく露する業務に一定年数以上従事した労働者に発症し

た膀胱がんについては、その業務が有力な原因となって発症した可能性

が高いとの結輪は、各分野の専門家による十分な検討の結果、得られた

ものであり、妥当であると考えられる。

以上を踏まえ､本検討会としては、「オルトートルイジンによる膀胱が

ん」については別表第1の2に追加することが適当と判断する。

4
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(2)別表第1の2各号に規定する包括救済規定に該当した疾病

平成24年度から平成28年度において、別表第1の2各号に規定す

る包括救済規定に該当するとして認定された疾病については､災害発生状

況等を前記2の例示列挙の考え方に照らすと、現時点において、別表第1

の2に追加する必要はないと考えられる。

理美容師のシャンプー液等の使用による接触性皮膚炎については､前回

の本検討会において、現在大臣告示に規定されていない2つの化学物質に

ついて検討を行ったところ、いずれの化学物質についても接触性皮膚炎と

の因果関係は明らかでないと認められることから、現時点において、別表

第1の2に追加する必要はないとされたところである。しかしながら、理

美容師のシャンプー液等の使用による接触性皮膚炎については､別表第1

の2第4号9に該当する疾病として認定事例も多いことから、行政当局に

おいて最新の情報収集に努め、別途、化学物質による疾病に関する分科会

を設置して検討を行うことが妥当と判断する。

《 、’
ｰ

口

(3)行政当局において情報収集を行った化学物質による疾病

ア大臣告示に規定されている化学物質による疾病

平成25年報告での指摘を踏まえ､行政当局において情報収集を行

った化学物質による疾病については、 「業務上疾病に関する医学的知

見の収集に係る調査研究報告書」にとりまとめられている。当該報

告書では、現在大臣告示に規定されている168の化学物質のうち、

97物質について新たな症状や障害に関する報告がされているとい

う結果となっている。

しかしながら､新たな症状や障害であっても単一の文献で症例報告

がされているに過ぎないものや､報告されている症状や障害の表記等

について精査が必要なものも含まれているため､そのまま別表第1の

2へ追加するのは適当ではなく、上記(2)の化学物質による疾病に関

する分科会において、各症例について､別表への追加の必要性及び表

記等について検討を行うことが妥当と判断する。

（ ）
凸一く
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イ大臣告示に規定されていない化学物質による疾病

平成25年の検討会においては、 SDSの交付義務のある化学物

質640物質のうち、別表第1の2に規定されていない物質による

疾病について検討を行ったところであるが、現時点においてSDS

交付義務のある化学物質は673物質に増加しており、前回の検討

後にも新たな医学的文献が出版されていることから、行政当局にお

いて、これらの化学物質による疾病について幅広く情報収集に努め

るとともに､改めて上記(2)の化学物質による疾病に関する分科会に

おいて別表第1の2へ追加すぺきか否かの検討を行うことが妥当と

判断する。
ｉ

まとめ

以上の検討結果のとおり、本検討会としては、オルトートルイジンによる

5

膀胱がんについては別表第1の2に追加することが適当であるとの結論を得

たので、行政当局においては、速やかに所用の措置を講じることを望むもの

である。

6終わりに

行政当局において情報収集した化学物質による新たな疾病について、化学

物質による疾病に関する分科会を設置して速やかに検討に着手するととも

に、製造業をはじめとした各事業場では、常に新たな化学物質が使用される

可能性があることを踏まえ、行政当局においては引き続き情報収集に努め、

同分科会の中で新たな化学物質による疾病について幅広く検討することを望

むものである。

し》

1
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業務上疾病の関係法令

O労働基準法（昭和22年法律第49号） （抄）

（療養補償）

第75条労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者
は､その費用で必要な療養を行い､又は必要な療養の費用を負担しなければなら
ない。

②前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。

○労働基準法施行規則（昭和22年厚生省令第23号） （抄）

第35条法第75条第2項の規定による業務上の疾病は、別表第1の2に掲げ
る疾病とする。

声哩，っ､

〈 》
、ー 上 ．ｰ

別表第1の2

－業務上の負傷に起因する疾病

物理的因子による次に掲げる疾病

1 紫外線にさらされる業務による前眼部疾患又は皮膚疾患

2赤外線にさらされる業務による網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾

患

3 レーザー光線にさらされる業務による網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患

4マイクロ波にさらされる業務による白内障等の眼疾患

5電離放射線にさらされる業務による急性放射線症、皮膚潰瘍等の放射線

皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血

器障害、骨壊死その他の放射線障害

6 高圧室内作業又は潜水作業に係る業務による潜函病又は潜水病

7気圧の低い場所における業務による高山病又は航空減圧症

8暑熱な場所における業務による熱中症

9 高熱物体を取り扱う業務による熱傷

10寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務による凍傷

11箸しい騒音を発する場所における業務による難聴等の耳の疾患

12超音波にさらされる業務による手指等の組織壊死

13 1から12までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他

物理的因子にさらされる業務に起因することの明らかな疾病

一
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身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する次に掲げる疾病

1 重激な業務による筋肉、腱、骨若しくは関節の疾患又は内臓脱

2重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢に

より行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務による腰痛

3 さく岩機、鋲打ち機、チェーンソー等の機械器具の使用により身体に振動

を与える業務による手指､前腕等の末梢循環障害､末梢神経障害又は運動器

障害

4電子計算機への入力を反復して行う業務その他上肢に過度の負担のかか

る業務による後頭部、頚部、肩甲帯、上腕、前腕又は手指の運動器障害

5 1から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他

身体に過度の負担のかかる作業態機の業務に起因することの明らかな疾病

三

四化学物質等による次に掲げる疾病

1 厚生労働大臣の指定する単体たる化学物質及び化合物（合金を含む。）に

さらされる業務による疾病であって、厚生労働大臣が定めるもの

2 弗素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物に

さらされる業務による眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患

3すす、鉱物油、 うるし、テレビン油、タール、セメント、アミン系の樹脂

硬化剤等にさらされる業務による皮膚疾患

4蛋白分解酵素にさらされる業務による皮膚炎、結膜炎又は鼻炎、気管支喘

息等の呼吸器疾患

5 木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務又は抗生

物質等にさらされる業務によるアレルギー性の鼻炎、気管支喘息等の呼吸

器疾患

6落綿等の粉じんを飛散する場所における業務による呼吸器疾患

7石綿にさらされる業務による良性石綿胸水又はびまん性胸膜肥厚

8空気中の酸素濃度の低い場所における業務による酸素欠乏症

9 1から8までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他

化学物質等にさらされる業務に起因することの明らかな疾病

今詮

ノー 4

〆
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五粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症又はじん肺法（昭和35
年法律第30号）に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則（昭和35年
労働省令第6号）第1条各号に掲げる疾病

細菌、ウイルス等の病原体による次に掲げる疾病

1 患者の診療若しくは看護の業務、介謹の業務又は研究その他の目的で病

原体を取り扱う業務による伝染性疾患

2動物若しくはその死体､獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取

り扱う業務によるプルセラ病、炭疽病等の伝染性疾患

一

ノ、

２
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3湿潤地における業務によるワイル病等のレプトスピラ症

4屋外における業務による惹虫病

5 1から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他

細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に起因することの明らかな疾

病

七がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による
次に掲げる疾病

1 ベンジジンにさらされる業務による尿路系腫瘍

2ベーターナフチルアミンにさらされる業務による尿路系腫瘍

3 四一アミノジフェニルにさらされる業務による尿路系腫瘍

4 四一二トロジフェニルにさらされる業務による尿路系腫瘍

5 ビス（クロロメチル）エーテルにさらされる業務による肺がん

6ベリリウムにさらされる業務による肺がん

7ベンゾトリクロライドにさらされる業務による肺がん

8石綿にさらされる業務による肺がん又は中皮腫

9ベンゼンにさらされる業務による白血病

10塩化ビニルにさらされる業務による肝血管肉腫又は肝細胞がん

11 1，2－ジクロロプロパンにさらされる業務による胆管がん

12ジクロロメタンにさらされる業務による胆管がん

13電離放射線にさらされる業務による白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉腫、

甲状腺がん、多発性骨髄腫又は非ホジキンリンパ腫

14オーラミンを製造する工程における業務による尿路系腫瘍

15マゼンタを製造する工程における業務による尿路系腫瘍

16 コークス又は発生炉ガスを製造する工程における業務による肺がん

17 クロム酸塩又は重クロム酸塩を製造する工程における業務による肺がん

又は上気道のがん

18ニッケルの製錬又は精錬を行う工程における業務による肺がん又は上気

道のがん

19砒素を含有する鉱石を原料として金属の製錬若しくは精錬を行う工程又

は無機砒素化合物を製造する工程における業務による肺がん又は皮膚がん

20すす、鉱物油、タール、ピッチ、アスファルト又はパラフィンにさらされ

る業務による皮膚がん

21 1から20までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他

がん原性物質若しくはがん原性因子にさらされる業務又はがん原性工程に

おける業務に起因することの明らかな疾病
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八長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務に
よる脳血管、 <も膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心
停止（心臓性突然死を含む。 ）若しくは解離性大動脈瘤又はこれらの疾病に

３
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付随する疾病

九人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象
を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病

十前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の指定する疾病

十一その他業務に起因することの明らかな疾病

O労働基準法施行規則別表第1の2第4号に基づき、労働大臣が指定する単
体たる化学物質及び化合物（合金を含む。）並びに労働大臣が定める疾病を定
める告示（平成8年労働省告示第33号） （別紙）

○労働基準法施行規則別表第1の2第10号に基づき、労働大臣の指定する疾
を定める告示（昭和56年労働省告示第7号）

超硬合金の粉じんを飛散する場所における業務による気管支肺疾患

病を定める告示
－

亜鉛黄又は黄鉛を製造する工程における業務による肺がん

ジアニシジンにさらされる業務による尿路系腫瘍

一
一
一
一
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塵這。

係争中の労災行政事件訴訟等の現状

1行政事件蘇訟

（1）裁判所別 件
件
件

２
９
７

０
３

２地裁係属

高裁係属

最高裁係属

ｊ
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件
件
０
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訴
敗
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審
審
１
２
ち
ち
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件
件
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６
７
５

２
０
１
１
１

(全件数の

(全件数の

(全件数の

％）

％）

％）

脳・心臓疾患

精神障害

そ の 他

（2）事案別 ０
３
６

１
４
４

（3）脳・心臓疾患事案の内訳

地裁係属

高裁係属

最高裁係属

件
件
件

２
４
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２

ｊ
１
件
件
０
０
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訴
敗
敗
審
審
１
２
ち
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》
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（4）精神障害事案の内訳

地裁係属

高裁係属

最高裁係属

86件

17件

4件

１
１
件
件
０
０
訴
訴
敗
敗
審
審
１
２
ち
ち

垂
フ
声
う

ぐ
く

2園豪陪償"融鶴

裁判所別 件
件
件

５
１
１

地裁係属

高裁係属

最高裁係属

孔

平成31年1月

T

31日現在

総件数 255件

うち行政事件翫訟 248件

うち国家賠償所訟等 7件
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労災行.政事件訴訟の推移
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※上記件数には国家賠償請求事件等も含まれる
2

判淡鎧果

團側＃職 團側敗歸 合計 闇露率
提翫件散 係争件数

平慮20年度
’

卜
うち脳・心臓

うち精神障害

113

26

23

18

10

4

131

36

27

86％

72％

85％

111

19

34

227

51

67

平慮21年度

r－一一

うち脳・心臓

うち精神障害

151

27

39

19

7

7

170

34

46

89％

79％

85％

126

20

37

265

50

80

平慮22年度

うち脳・心臓

うち精神障害

149

23

41

23

5

9

172

28

50

87％

82％

82％

117

9

37

274

41

74

平廟23年度

うち脳・心臓
－

1 や

｜ フ ち精神障害

170

26

47

15

5

3

185

31

50

92％

84％

94％

137

13

35

306

36

75

平慮24年度

脳・心臓

精神障害

208

27

55

22

2

9

230

29

64

90%

93％

86％

124

12

49

289

33

88

平慮25年■

うち脳・心臓

うち精神障害

176

15

56

14

0

1

190

15

57

93％

100%

98％

93

13

35

255

38

87

平慮26年度

うち脳・心臓

うち精神障害

149

17

48

21

5

11

170

22

59

88％

77％

81％

94

15

28

250

37

91

平成27年■
ﾛ

うち脳・心臓

うち精神障害

166

23

46

13

3

7

179

26

53

93％

88％

87％

89

5

35

230

31

90

平慮28年度

うち脳・心臓

うち精神障害

166

23

64

18

4

6

18必

27

70

90%

85％
､ ｡

91％

110

13

46

283

29

99

平慮29年度
『ー

うち脳・心臓

うち精神障害

131

17

51

4

2

1

135

19

52

97％

89％

98％

108

10

35

271

25

110

平慮30年度
（1凰蕊現在）

うち脳・心臓

うち精神障害

121

7

42

7

0

4

128

7

46

96％

100％

91％

80

8

28

255

26

107

合 計

うち脳・心臓

うち精神障害

1,700

231

512

174

43

62

1,874

274

574

91％

8蝶

89％

1,189

137

399
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平成22年

平成23年

平成29年
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日
日
日
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９
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連
明
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改正

改正

都道府県労働局労働基準部長殿

厚生労働省労働基準局補償課

労災保険審理室長

労災保険に係る訴訟に関する対応の強化について

労災保険に係る訴訟への対応に関しては､平成22年8月4日付け事務連絡｢労災保険に

係る訴訟に関する対応の強化について」に基づき、敗訴した場合に行政実務に重大な影響を

与えることが予想される労災訴舩事件について､共同処理事件に指定して訴訟対応の強化を

図ってきたところであります。

しかしな賊ら、依然として240件を超える多数の労災保険に係る訴訟を抱え､共同処理

事件数も平成23年度末の74件から､平成28年度末には114件に増加しているところ、

平成28年度の上半期において､共同処理事件に指定していない労災訴訟事件に対して、最

高裁において国敗訴の判決が言い渡され、また、平成28年度における高裁での敗訴が10

件となっている状況にあります。

このような状況を踏まえ､労災訴訟事件に対する適切な対応の一層の徹底を図るため、共

同処理事件等の取扱いを下記のとおり改定するので､今後の労災訴訟事件の処理に遺漏のな
いようお願いいたします。

記
l

ノも 、
、"一、

1訴訟追行における密接な連携等

（1）適切な事前協臓の実施

、 応箙方針に係る労災保険審理室との協溌については､平成17年3月S0日付け事務

連絡「労災保険に係る訴訟に関する応訴方針等について」の配の1において、新規提訴

された全ての事件について行うこととされている。

したがって、全ての新規提訴事件について、事前協議（新件協識（当室において会賎

形式で行うものをいう。以下同じ｡）又は担当中央労災補償舩務官との書面等による協

議）を行うこととし、担当中央労災補償訟務官との協繊の結果､新件協譲を行わないこ
ととした事件についても､担当中央労災補償訟務官と必ず書面等により事前協議を行う。

（2） 原審判決区分Ⅲ又はⅣの訴訟事件の控訴審対応

平成28年度に､最高裁において1件､高裁において10件の敗訴判決があったこと

・から、当分の間も判決区分Ⅲ又はⅣであって勝訴した事件のうちざ一審の判決内容に国
垂

1

3
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0

側主張と異なる事実認定がされている事件等が上訴された場合は､控訴審における応訴
方針について、事前に中央労災補償訟務官あて、応翫方針案等を送付した上で、新件協
議に準じた協議を行う。

2応訴方針の協議等

（1） 応訴方針に係る協蟻について

事前協蟻に当たっては、その1週間前までに応訴方針案（別添様式1）及び医師意
見書（原告側及び国側）を担当中央労災補償訟務官あて送付した上で、応訴方針案の

適否、国側医師意見書の適否等について協溌する。
（2） 事前協織後の対応について

事前協繊において、応訴方針等に関する指摘事項等があった渇合は、事前協議後2

週間以内を目途に当骸指示事項を踏まえて応訴方針の修正案を作成し、担当中央労災

補償訟務官に送付する。

U

(－
や

ミ

サ

？．

3新件協議を行わない場合の適切な事前協議（書面等による協議）の実施

上記1(1)の担当中央労災補償訟務官との書面等による協議は、新件協議に準じて処理

する。

4労災保険審理室と都道府県労働局が共同して処理する事件への対応

（1） 労災保険審理室と都道府県労働局が共同して処理する事件の指定

労災保険審理室と都道府県労働局が共同して処理する事件（以下「共同処理事件」
という。 ）は、新件協溌及び担当中央労災補償訟務官との書面による協議の結果を踏

まえて労災保険審理室長が指定する。

（2） 共同処理事件の指定対象とする事件

敗訴した際に行政実務に重大な影響を与えることが予想される下記に掲げる労災訴

訟事件を指定対象とする。

・ア脳・心臓疾患事件､箱神障害事件､石綿関連疾患事件など認定基準等への影響の大

きいもの

イ労働基準法施行規則別表1の2及び告示(平成8年3月29日付け労働省告示33

号･改正平成25年9月30日）において示されている疾病に含まれない疾病（化学．

物質過敏症など）を争点とする事件

ウ一審で勝訴し控齢された（敗訴し控訴した）事件で上記に準じる事件

工その他、特に労災保険審理室の指導・支援が必要と鯉められる事件

（3）都道府県労働局における対応

共同処理事件に関して､都道府県労働局が対応する必要のある事項を以下(ｱからオ）
に具体的に記述する。

ア新件協蟻等における指摘事項に係る実施状況(補充調査、関係者の聴取等）につい

ては､実施後速やかに担当中央労災補償訟務官に報告するとともに､鯛査結果篭を送
付し、立証内容等について協議する。

＝

１
１
Ａ

一一

９
４
Ｋ

2

4



･イ法務局又は選任弁護士（以下『法務局等」という｡）との協議（期日における協議

を含む｡）を行った場合、協議後速やかに担当中央労災補償訟務官に内容を報告する

とともに、協議によって作成することとした書証等必要な人証等について担当中央労

災補償訟務官と協議する。

ウ準備書面案の作成､尋問案等の作成、医学証人や専門医等の確保、医師意見書等の

作成などの各段階において担当中央労災補償訟務官と協議する。

答弁書、準備書面、医師意見書等の案及び準備書面等での主張に係る証拠を、原則

として法務局等への提出期限の8週間前までに担当中央労災補償訟務官に送付し鴎内

容を協議する。

証拠調で証人尋問が行われる場合には､尋問案及びその根拠となる書証等を原則と
して法務局等への提出期限の2週間前までに担当中央労災補償訟務官に送付し峰内容

を協議する。

エ相手側準備書面等については、入手後速やかに担当中央労災補償訟務官に送付し、

対応を協議する。その際､原告等相手側準備書面の主張についての証拠を併せて送付

する。

オ最終の口頭弁論期日の前の期日終了後､双方の主張及び証拠を整理した上で､準備

書面及び証拠提出の要否について担当中央労災補償訟務官と協議する。

(4)都道府県労働局管理者による事案の把握と指示

労災補償課長は､法務専門員等の積極的な活用を図り､共同処理事件の処理体制の
強化に努める。

・ 労災補償課長など局管理者は､共同処理事件として指定された事件について､準備

書面案の作成､尋問案の作成、医学証人や専門医の確保、医師意見書等の作成などの

各段階において進ちょく状況を把握するとともに､提訴後事前協議までの間(必要に

応じて原告側から医師意見書が提出された口頭弁論期日終了後）に、調整官、補佐、

．監察官、その他必要な職員を構成員とする応訴方針検討会議を開催し、主張｡立証方

法等の適否や補充調査の必要性等■ ｜について検証した上で､必要な指
示を行う。

｡
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